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お申込は不要です。当日「くりや」にお越しください。
※iPadをお持ちでない方は、根羽村役場教育委員会（TEL：49-2111）まで

　必ずご連絡ください。iPadをお貸しします。

担当　根羽村教育委員会（49-2111）

iPad または スマートフォン

第１回：12月  7日（木）19:00-20:30
第２回：12月13日（水）18:00-19:30

※内容は同じものです。どちらかお選びいただき、お越しください。

お子さんやお孫さんとテレビ電話ができる！

好きな動画を
いつでも見ることができる！

必要なものを
インターネットで購入できる！

「くりや」上町1945−1
お車の場合は、村営駐車場をご利用ください。

タブレットでこんなことができます！

昨年度、好評をいただいたタブレット講習が復活します。
使い方を忘れてしまった方も、できることをもっと増やしたい方も大歓迎！

今月は２回実施します！ご都合のよいお時間にお越しください。

12月 タブレット講習会のお知らせ


